
   
別
紙
1
 

運
行
期
間
の
制
限
に
つ
い
て
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運
行
期
間
 

拘
束
時
間
 

拘
束
時
間
 

拘
束
時
間
 

①
 
 
 

○
 
休
息
期
間
 
○
 
 
 

○
 
休
息
期
間
 
○
 
 
 

②
 

所
属
営
業
所
 

目
的
地
 
 
 

目
的
地
 

所
属
営
業
所
 

 
 

 
 

 
 

①
～
②
の
全
て
の
時
間
が
14
4時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

 
 

②
 
運
行
途
中
フ
ェ
リ
ー
に
乗
船
し
た
場
合
の
運
行
期
間
 

拘
束
時
間
 

拘
束
時
間
 

 
 

拘
束
時
間
 

拘
束
時
間
 

③
 
 
 

○
 
休
息
期
間
 
○
 
 
 

○
 
 
 

◎
 
 
 

○
 
休
息
期
間
 
○
 
 
 

④
 

所
属
営
業
所
 

目
的
地
 
 
 

フ
ェ
リ
ー
乗
船
時
間
 
 
 

目
的
地
 

所
属
営
業
所
 

 
 

 
 

 
 

③
～
④
の
時
間
か
ら
『
フ
ェ
リ
ー
に
乗
船
し
た
場
合
に
お
け
る
休
息
時
間
』
を
除
い
た
時
間
が
14
4時
間
を

超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
※
 
フ
ェ
リ
ー
乗
船
時
間
か
ら
2時
間
(拘
束
時
間
と
し
て
取
り
扱
う
時
間
)を
差
し
引
い
た
時
間
が
『
フ
ェ
リ
ー
に
乗
船
し
た
場
合
に
お
け
る
休
息
期
間
』
と
な
る
。
 

 
 
 
詳
細
：
改
善
基
準
告
示
第
4条
第
3項
に
基
づ
く
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
定
め
(平
成
元
年
3月
1日
付
け
、
基
発
第
92
号
「
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
以

外
の
事
業
に
従
事
す
る
自
動
車
運
転
者
の
拘
束
時
間
及
び
休
息
期
間
の
特
例
に
つ
い
て
」
) 


